
令和 ３ 年度 事業報告書 
（令和  ３ 年  ４ 月  １ 日から令和  ４ 年  ３ 月 ３１ 日まで） 

 

 

特定非営利活動法人 Ｒe・Ｌife 

 

１． 事業の成果 

 平成２６年 ５月 １日より地域生活支援事業の「日中一時支援事業」、平成２７年 

４月 １日から障がい福祉サービス事業の「生活介護事業」を併設して行っておりまし

たが、地域生活支援事業（日中一時支援事業）については、平成３１年３月３１日をも

って事業の廃止をいたしました。 

「生活介護事業」においては、期中にご利用者の方２名の退所がありましたが、１名

の利用が開始されました。次年度以降も当事業所を希望するご利用者の方が増える見通

しであり、実習が予定されております。令和３年度は従業員とその家族、ご利用者の方

とその家族が新型コロナウイルスの感染者ゼロで運営できました。これもひとえに当事

業所に関わっていただいている方たちのおかげだと感じております。 

 生産活動の取り組みについては前年度対比で１００％を割り込みました。これは新型

コロナウイルス感染症対策でバザー出店、ヘアバンド・弁当バンドの作成、野菜委託販

売等の物品販売活動の縮小によるものです。スポーツ用品の製品製作、封入作業では、

令和３年度も引き続き受注しており、全員の利用者の方に毎月賃金を支給することがで

きました。この事業においては、柱となる事業が確立されてきておりますので、次年度

も継続して行っていきたいと考えております。新型コロナウイルスの感染状況にもより

ますが、安定した収益の確保に努めていきます。 

また、平成２８年度から「生活介護事業」のご利用者の方が増加しており、延べ利用

者数は前年度対比１００％を超えました。経営面では安定した事業運営を行えるように

なってきております。今後の課題としては、ご利用者の方と保護者への信頼関係の構

築、さらなる職員の確保と定着、職員の知識面・技術面の向上（一人年１回研修受講運

動実施）、施設の設備の充実、感染症対策、防災・防犯対策等の徹底であります。この

ような目標を一つひとつクリアして更なるサービスの充実を目指して、今後も事業を運

営していきたいと考えております。 

 従業員とその家族を守り、利用者の方とその家族から安心して利用いただける施設づ

くりを令和４年度も行っていきます。 

 新型コロナウイルス感染症による影響で利用控えが進んでおりますが、当事業所とし

ては感染対策の徹底と職員と利用者の方への感染予防対策の徹底を行いながら事業を行

っていきます。 

 

 

 

 



 
生活介護事業の延べ利用人数表 

 令和２年度 令和３年度 前年度対比 

 ４月 ３１７人 ３３９人 １０６．９％ 

 ５月 ３３３人 ３４９人 １０４．８％ 

 ６月 ３４１人 ３７９人 １１１．１％ 

 ７月 ３３５人 ３４１人 １０１．７％ 

 ８月 ３２７人 ３２７人 １００．０％ 

 ９月 ３２９人 ３４５人 １０４．８％ 

１０月 ３６３人 ３３４人 ９２．０％ 

１１月 ３５４人 ３２２人 ９０．９％ 

１２月 ３３５人 ３３５人  １００．０％ 

 １月 ３２４人 ３２４人 １００．０％ 

 ２月 ２７９人 ２９７人 １０６．４％ 

 ３月 ３２６人 ３２４人 ９９．３％ 

合 計 ３，９６３人 ４，０１６人 １０１．３％ 

 

生産活動の売上額一覧表 

 令和２年度 令和３年度 前年度対比 

 ４月 ２４，６００円 １５，３３６円 ６２．３％ 

 ５月 ４，８００円 ９，６９３円 ２０１．９％ 

 ６月 １２，２４０円 １６，６８０円 １３６．２％ 

 ７月 １７，１０２円 ２３，０３１円 １３４．６％ 

 ８月 １０，０００円 ９，９５０円 ９９．５％ 

 ９月 １７，０３７円 ９，６３３円 ５６．５％ 

１０月 ３，０００円 ０円 ０．０％ 

１１月 ２１，６２６円 ２，４７０円 １１．４％ 

１２月 １３，５００円 ７，３０８円  ５４．１％ 

 １月 １６，３５０円 ４，６２８円 ２８．３％ 

 ２月 １２，１５０円 ３１，０５２円 ２５５．５％ 

 ３月 １５，０２５円 １，０００円 ６．６％ 

合 計 １６７，４３０円 １３０，７８１円 ７８．１％ 

 

 

 

 

 



 
２．事業内容報告 

（１） 特定非営利活動に係る事業 

障がい福祉サービス事業 生活介護事業（定員２０名） 

宮崎市 ： 第４５１０１０１８３７号 平成２７年 ４月 １日指定 

 

（２） その他の事業 

① 古物の売買業        

令和３年度においては、事業を実施しておりません。 

② 食料品、清涼飲料水、書籍及び日用雑貨等の販売事業 

令和３年度においては、事業を実施しておりません。 

③ 農産物の生産、生産指導、加工及び販売事業 

令和３年度においては、事業を実施しておりません。 


